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 皆さま、こんにちは。海事センターで研究員をしております野村と申します。今日は

「日本の外航海運と船員」というタイトルで、少し造船から離れて、船を使って事業をし

ている外航海運業、また、そこで船を運航している船員さんに目を向けて頂こうと思って

おります。もとよりご専門の方も多くいらっしゃっていると伺っておりますので、釈迦に

説法と思いますけれど少しお付き合い下さい。 

最初の数枚は、日本の外航海運事業者さんが運航している船の規模等をお示ししている

ものです。日本の船舶運航事業者さんが運航するものは、世界の船腹量の９％を占め、と

ても大きな規模です。オペレーターさん自らが所要している場合が多いですけども、さら

にオーナーさん、つまり船を持っている方から船舶を借りて運航しています。左側には自

動車運搬船、完成した自動車を運ぶ船舶を示していますが、世界の４割を日本の三社が運

航しています。ドライバルカー、ばら積み船につきましても、日本船社が上位にランキン

グされております。 LNG船についても同様です。これらは、日本に世界有数のオペレータ

ー（船舶運航事業者）が存在することを示しています。  

別の統計で隻数を見ますと、日本が１位、ギリシャが2位となっておりまして、近年は

中国が増えています。日本は世界に冠たる船主国です。船をたくさん持っていらっしゃる

オーナーさんは国内にいて、さらにそれを運航するノウハウを持った事業者さんも日本に

いるということです。 

便宜置船国という言葉がよく使われますけれども、船も個人と同じように国籍を持って

います。パナマが便宜置船国と呼ばれて多く利用されています。ただし、近年ではパナマ

も国際条約等の実施につきまして一定程度のレベルを保っているということで、旗国とし

てのパナマの評価が高まりつつあります。特に税を逃れるという意味では、日本にはタッ

クスヘイブン対策税制がしっかりありますので、パナマに船籍を置いて税金面で優遇され

るメリットは薄まってきているとも言われています。 

先ほどの資料にも示しましたが、やはり基本的にドルで運賃を得て船員さんには円で給

料を支払うという構造にありましては、円高は厳しい条件となります。それ故、後ほど触

れますけれど日本の国籍を持った船は、少なくなります。ただ、日本のライフラインとし
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て機能を果たしているのがこちらに示されています。 

日本の船主さんの造船業との関係性についてみれば、左側のグラフにあります通り、隻

数でもトン数でも日本のオーナーさんは８割以上は国内の造船所に発注しています。当セ

ンターの試算では、右側にあります通り、生産が生産を呼ぶことにより、 3倍の経済波及

効果を有する規模です。  

更にこういったものを可能としているのは、船主さん、オペレーター、造船所さん、更

にそれを支える金融業が特に国内に集まっているからというふうに我々は捉えておりま

す。そうしたものをまとめて海事クラスターと整理しておりまして、海事関連の事業、先

ほどよりお話ししております通り外航海運業と造船業などが中核です。これらの付加価値

額は、3兆7千149億円。自動車産業など輸送機器製造業の12兆円や鉄鋼業の6兆円よりは小

さいけれども、3兆円の農業よりは大きい規模です。 

さて、これら船舶の海上での運航を実際に担っている船員さんに目を向けますと、今の

外航貨物船の場合、一般的に乗組み体制がこのように示されます。船長さんは、船の最高

責任者で、海上では警察も容易に出動できるわけではございませんから、時には犯罪の捜

査とか逮捕もできるような強い権限を与えられているわけです。航海士や機関士などの職

員、彼らは国家試験に合格した職員であり、その職員の下に、補助する仕事を行う部員さ

んが乗っています。合計おおよそ24人の乗組員で運航されていいます。 

かつてオイルショックによって貿易が縮小し、外航海運市場に不況が訪れ、これに円高

が重なりまして、日本籍船の国際競争力が低下しました。これに対して外航海運業界は、

右にあります通り、１つは船舶の技術革新とか乗組員の少数精鋭の対応を行いまして、 69

年に世界初のMゼロ船（機関区域無人化船、マシナリースペースゼロシップ）と呼ばれる

もので、機関部の人数を減らしました。これに併せて国を挙げて 86年から近代化船とい

う、最新鋭の装備を備えた船で最小の人数で運航しようという取り組みが始まりました。

当時先進国のヨーロッパも同じような悩みを抱えており、少人数化に取り組みました。西

ドイツでは14人、ノルウェーでは13人といった規模でありました。そのような中、日本籍

船・日本人船員は、 11人での運航体制を確立するに至りました。このことは、船の先進性
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や少人数での運航を可能にした船員さんの技能などが評価されています。  

しかし、それでも円高等による日本人船員の割高感は払拭できませんでした。下にあり

ます通り日本人24名で船員費が265万ドルであったところ、日本人 11名に減らすと年間135

万ドルでした。これを幹部職員4人だけ日本人にして残りを他の東南アジア人船員、例え

ばフィリピン人船員にすれば、合計24名の乗組み体制でも80万ドル。全員をフィリピン人

船員にすれば35万ドルでした。こうなりますと、日本籍船に日本人船員ではなくて、船を

外国籍にしてフィリピン人船員を乗せて運航しなければもたないということになってしま

います。それでも日本籍の船を減らさないためには、日本籍船に外国人船員を乗せられる

ようにしていくこととなり、労使の合意によってそのための制度が始まりました。 

職員につきましては最初にご説明した通り国内試験を終えた者のみが乗船できるとなっ

ていましたが、98年に外国人船員承認制度を導入致しました。これは安全運航のため国際

的に船員の技能レベルを統一して規定しているSTCW条約の下で、その締約国が発給した資

格証明書を持った外国人船員については、国土交通大臣の承認を得れば日本籍船に乗り込

むことができるという制度でございます。そのためには二国間の取り決めが必要でして、

2000年のフィリピンを皮きりにこれまで16カ国と結ばれております。 

実際には今年の3月までの承認実績ではフィリピン人が多く、その後、日本商船隊の4人

に3人がフィリピン人という状況となります。この承認につきまして今は4つの方法が整理

されております。1つは海技試験官による承認試験。2番目は、社船の船長による実務能力

確認。これは9か国について政府で認められているものですけれど、実際に船長さんが船

上での船員さんの働きぶりを見て能力を確認するという方法。3番目は民間審査員による

能力審査。これは海技試験官による承認試験に代えて民間の方が外国人船員の能力を審査

するもの。そして最も新しいものとして機関承認制度でございまして、これにつきまして

私どもが調査研究を通して携わってきております。外国の船員教育機関のうち、適切な船

員教育を行っていると国土交通省が認定したものについては、そこの卒業生は承認試験が

免除されるものです。その認定に関する項目は、教育内容や教育方法、卒業生の海技試験

合格率などです。  
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私どもが調査を行った欧州主要海運国では、このような承認試験制度はなく、基本的に

STCW条約承認締約国が発給した資格証明書であればそのまま承認しています。デンマーク

におきましては、EU/EEA加盟国の船員については承認試験を課さないものの、フィリピ

ン、ロシア、ウクライナなど船員教育のレベルが学校によってまちまちであると見込まれ

る場合には、原則として承認試験を課し、特定校の卒業生は試験を免除する方式を採って

います。日本の機関承認制度は、このデンマーク方式を参考に構築されています。 

2010年度から私どもは、国土交通海事局や日本船主協会さんなどと連携しながら、当制

度に関する調査研究を行っています。その調査結果を踏まえて、2011年度にまずフィリピ

ンの3校が承認され、次いでフィリピンでまた3校、インド 3校、東欧4校が承認されてお

り、機関承認校は、 2014年度までに5か国13校となりました。また、2017年度からは、こ

の承認の更新作業が始まっており、私どももそのための調査を行っております。  

以上、外航海運業は造船業や舶用工業とともに日本の海事クラスターの中核として存在

していること、その重要性に鑑み国際競争力の強化を考えていく必要があることを述べま

した。船員については、日本人船員は、かつての船の運航要員としてではなく、増加して

いる外国人船員の監督であるとか、陸上での海運ビジネスに対する支援でありますとか、

期待される役割が変わってきていますので、それに応じた能力の育成が必要と考えており

ます。 

フィリピン人船員など外国人船員につきましては、日本のライフラインを支える日本商

船隊のほとんどの運航を担っていると言えるほどの存在となっています。その点では、外

航海運事業者さんの成長に関わる海運政策として外国人船員承認制度が捉えられるべきで

あり、また、そうした外国人船員の教育訓練は日本国内で行われるわけではありませんか

ら、いかにその教育訓練の質を維持向上していくのかというのを我々が考えていく必要が

あると思います。  

以上駆け足でございますが私からの報告とさせて頂きます。ご清聴ありがとうございま

した。 
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3
7
億

円

•
従

事
者

数
：
3
4
万

人
。

（
2
0
1
1
年
、
日
本
海
事
セ
ン
タ
ー
調
べ
）
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２
．
外
航
海
運
に
従
事
す
る
船
員
（
１
）
一
般
的
な
乗
組
体
制

船
長
：
船
の
最
高
責
任
者
。

甲
板
部
：
操
船
、
貨
物
の
積
み
下
ろ
し
な
ど
。

職
員

3
名
＋
部
員

6
名
。

機
関
部
：
エ
ン
ジ
ン
な
ど
機
械
の
運
転
・
整
備

な
ど
。

職
員

4
名
＋
部
員

6
名
。

無
線
部
：
陸
上
・
他
の
船
舶
と
の
通
信
な
ど
。

（
船
長
・
航
海
士
が
兼
任
）

事
務
部
：
乗
組
員
の
た
め
の
料
理
な
ど
。

3
名
。

9

イ
ラ
ス
ト
：
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
海
の
仕
事

.c
o

m
」
よ
り
。

職
員
：
海
技
士
国
家
試
験
に
合
格
し
て
海
技
資
格
を

持
っ
て
船
に
乗
り
組
む
船
員
。

部
員
：
職
員
を
補
助
す
る
仕
事
を
行
う
船
員
。

（
２
）
日
本
人
船
員
を
め
ぐ
る
事
情

•
船
腹
過
剰
～
運
賃
市
況
の
低
迷

•
三
部
門
（
定
期
船
、
不
定
期
船
、
油
送
船
）
の
同
時
不
況

•
急
激
な
円
高

1
0

（
1
ド
ル

1
2

5
円
に
基
づ
く
。

1
9

8
8
年
、
日
本
船
主
協
会
調
べ
。
）

「
年
間
船
員
費
の
比
較
」

7
3
年
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
～
不
況
、
変
動
相
場

制
。

8
5
年
プ
ラ
ザ
合
意
。
1
ド
ル

2
4
0
円
台
が
同
年

末
に
1
ド
ル

2
0
0
円
台
、
8
7
年
末
に
は

1
ド
ル

1
2
0
円
台
へ
。

•
船
舶
の
技
術
革
新
～
乗
組
員
の
少
数
精
鋭
化

•
1
9
6
9
年

M
ゼ
ロ
船
（
機
関
区
域
無
人
化
船
）

•
1
9
8
6
年
近
代
化
船
（
1
8
名
体
制
～
）
、
1
9
9
3
年
パ
イ
オ
ニ
ア
シ
ッ
プ
（
1
1
人
体
制
）

•
外
国
用
船
の
採
用

•
1
9
7
2
年
日
本
籍
船
ピ
ー
ク
（
1
,5
8
0
隻
）

•
1
9
7
8
年
外
国
籍
船
（
1
,2
9
0
隻
）
が
日
本
籍
船
（
1
,2
0
4
隻
）
を
逆
転
。

（
３
）
外
国
人
船
員
の
登
用

•
部
員
に
つ
い
て

•
1
9
8
9
年

混
乗

に
か

か
る
労

使
合

意

•
1
9
9
0
年
混
乗
船
第
一
号
誕
生

•
実
質
的
に
最
初
の
混
乗
船
は

1
9

7
5
年

（
外
国
人
船
員
指
導
の
た
め
の
労
務
提
供
）

•
職
員
に
つ
い
て

•
1
9
9
8
年
外
国
人
船
員
承
認
制
度
の
導
入

•
S
T

C
W
条
約
の
締
約
国
が
発
給
し
た

資
格
証
明
書
を
受
有
す
る
外
国
人
船
員

•
国
土
交
通
大
臣
の
承
認

1
1

※
S
T
C
W
条
約
：
1
9
7
8
年
の
船
員
の
訓
練
及
び
資
格
証
明
並
び
に
当
直
の
基
準
に
関
す
る
条
約
。

日
本
は
1
9
8
2
年
に
批
准
。

（
日
本
が
当
該
国
の
海
技
資
格
を
承
認
す
る
協
定
）

2
0
0
0
年
フ
ィ
リ
ピ
ン

2
0
0
2
年
ト
ル
コ
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
イ
ン
ド

2
0
0
4
年
マ
レ
ー
シ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア

2
0
0
6
年
ル
ー
マ
ニ
ア

2
0
0
7
年
ブ
ル
ガ
リ
ア

2
0
0
9
年
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ス
リ
ラ
ン
カ

2
0
1
0
年
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
韓
国
、
英
国
、

パ
キ
ス
タ
ン

承
認
協
定
締
結
国
（

1
6
か
国
）

承
認
実
績
（

2
0

1
8
年

3
月
末
時
点
で
有
効
な
承
認
証
数
）

（
国
土
交
通
省
海
事
局
海
技
課
提
供
）

フ
ィ
リ
ピ
ン

7
,
2
7
2
ベ
ト
ナ
ム

1
8
7

イ
ン
ド

1
,
4
9
6
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

1
7
4

ブ
ル
ガ
リ
ア

4
1
7
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ

1
6
0

ク
ロ
ア
チ
ア

3
3
0
韓
国

1
2
4

ル
ー
マ
ニ
ア

2
7
6
そ
の
他

1
2
2

英
国

2
7
4
合
計

1
0
,
8
3
2

（
４
）
４
つ
の
承
認
方
法

1
2

承
認

協
定

締
結

国
（

1
6
か

国
）

商船大学（船員養成機関）

国土交通大臣による承認

日
本
籍
船

機
関
承
認
校

日本の海事法令講習

海
技
試
験
官
に
よ
る
承
認
試
験

社
船
の
船
長
に
よ
る
実
務
能
力
確
認

（
9
か
国
に
つ
い
て
）

民
間
審
査
員
に
よ
る
能
力
審
査

海技士資格

2
0
1
0
年
～

1
9
9
9
年
～

2
0
0
3
年
～

2
0
1
1
年
～
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（
５
）
機
関
承
認
制
度

•
概
要 •
外
国
の
船
員
教
育
機
関
の
う
ち
、
適
切
な
船
員
教
育
を
行
っ

て
い
る
も
の
を
国
土
交
通
省
が
認
定

（
現
地
調
査
を
踏
ま
え
た
評
価
・
認
定
）

•
そ
の
船
員
教
育
機
関
の
卒
業
生
は
、
承
認
試
験
を
免
除
。

•
認
定
は
概
ね

5
年
毎
に
更
新
。

•
認
定
基
準

•
教
育
内
容
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
教
育
施
設
・
設
備
、
教
育
方
法

等
）

•
卒
業
者
の
海
技
試
験
合
格
率

•
管
轄
す
る
主
管
庁
の
評
価

1
3

〇
欧
州
主
要
海
運
国

・
承
認
試
験
な
し
。

・
S
T
C
W
条
約
締
約
国
が
発
給
し
た
資
格
証
明
書
を

受
有
し
て
い
る
こ
と
。

〇
デ
ン
マ
ー
ク

・
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
な
ど
：
承
認
試
験
。

・
E
U
/E
E
A
加
盟
国
ほ
か
：
承
認
試
験
な
し
。

・
フ
ィ
リ
ピ
ン
ほ
か

2
か
国
：
原
則
と
し
て
承
認
試
験
。
但
し
、

特
定
校
の
卒
業
生
は
試
験
免
除
。

日
本
海
事
セ
ン
タ
ー
船
員
問
題
委
員
会

「
外
国
海
技
資
格
受
有
者
に
対
す
る
承
認
に
関
す
る
調
査
」

2
0
0
9
年

1
月

（
６
）
船
員
教
育
・
海
技
資
格
制
度
調
査

•
機

関
承

認
校

の
認

定
に
向

け
た
調

査
•

2
0

1
0
年
度
フ
ィ
リ
ピ
ン

•
2

0
1

1
年
度
イ
ン
ド

•
2

0
1

2
年
度
ブ
ル
ガ
リ
ア
・
ク
ロ
ア
チ
ア
・

ル
ー
マ
ニ
ア

•
2

0
1

4
年
度
フ
ィ
リ
ピ
ン

•
2

0
1

5
年
度
ロ
シ
ア

•
2

0
1

6
年
度
ポ
ー
ラ
ン
ド

•
認

定
更

新
に
向

け
た
調

査
•

2
0

1
7
年
度
フ
ィ
リ
ピ
ン

•
2

0
1

8
年
度
フ
ィ
リ
ピ
ン

1
4

・
国

土
交

通
省

に
よ
る
認

定
2

0
1

1
年
度
フ
ィ
リ
ピ
ン

3
校
（

M
A

A
P,

 N
T

M
A

, 
P

M
M

A
）

2
0

1
2
年
度
フ
ィ
リ
ピ
ン

3
校
（

B
IC

O
L
, 

H
O

LY
, 

C
e

C
）

2
0

1
3
年
度
イ
ン
ド

3
校
（

M
A

N
E

T,
 T

O
L
A

N
I,

 V
E

L
S
）

2
0

1
4
年
度
ブ
ル
ガ
リ
ア

2
校
（

N
A

V
A

L
, 

V
A

R
N

A
）

, 

ク
ロ
ア
チ
ア

1
校
（

S
P

L
IT
）

, 

ル
ー
マ
ニ
ア

1
校
（

C
O

N
S
T
A

N
T
A
）

2
0

1
7
年
度
フ
ィ
リ
ピ
ン

3
校
認
定
更
新

お
わ
り
に

•
外
航
海
運

•
造
船
業
・
舶
用
工
業
と
と
も
に
海
事
ク
ラ
ス
タ
ー
の
中
核

•
国
際
競
争
力
の
強
化

•
船
員

•
日
本
人
船
員

•
役
割
の
変
化
に
応
じ
た
能
力
育
成

•
外
国
人
船

員

•
日

本
商

船
隊

を
支

え
る
存

在

•
海
運
政
策
と
し
て
の
承
認
制
度

•
安
全
運
航
の
た
め
の
教
育
訓
練

ご
清

聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

1
5
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